議案第66号「武豊町職員の給与に関する条例の一部改正」反対討論

２００９年１２月１５日

日本共産党議員団　梶　田　　　進

私は日本共産党議員団を代表して、議案第66号「武豊町職員の給与に関する条例の一部改正」に、反対の立場で討論をいたします。

　本条例改正案は、職員に支給されている「地域手当」を７／１００から３／１００に４／１００引き下げる改正を実施するものであります。

従来は「調整手当」として支給されていたものが、２００５年の人事院勧告により５年間で基本給を４．８％引き下げ、一方で地域手当が新設された経過があります。地域手当は１８％～３％及び非支給地の７段階に分類されております。武豊町の「地域手当」は９／１００支給されていたものが今年度から２／１００引き下げられ７／１００になっています。さらに来年度引き下げを実施するための改正であります。11月27日の臨時議会にて期末手当・勤勉手当の年間支給月数が４．５ヶ月から４．１５ヶ月へと年間０．３５か月分の削減が実施され本年度で総額約４２３５万円削減されました。

　これだけの削減でも家計へのマイナス影響は大きなものがあります。さらに、地域手当の削減４／１００、総額年間７３７２万円、トータル年間１億１千万円を超える削減が実施されることになれば、生活が非常に厳しいものになります。資料によりますと、部長クラスで約３７万円、課長クラスで約３３万円、副主幹クラスで約２５万円、主事クラスで約１５万円の削減額となります。２／１００削減時の説明資料ですと、年間削減額が大卒１年目で約７万円、副主幹クラスで約１５万円、課長クラスで約１９万円となっています。副主幹クラスといえば、働き盛りであると同時に家庭での出費が多くなる年代で「地域手当」が年間約４０万円の削減、期末手当・勤勉手当が削減されることとなります。給料、ボーナストータルで月当り４～５万円削減されると推計されます。

　今年度、来年度のみの引き下げでこれほどの影響があることに驚きを覚えるのは私のみではないと思います。町職員はこれまでに平成１４年度、平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度、平成２１年度と毎年のように給与、給与と期末手当あるいは地域手当などが引き下げられてきています。

　いま、地域経済の疲弊をストップさせるには、個人消費の拡大が求められています。このような時期に安易な給与引き下げにつながる「地域手当」の削減に反対するものであります。

　私は、武豊町職員の公務に勤勉に取り組む姿を目にして、家庭生活の安定を壊しかねない条例改正に強く反対するものであります。

　以上で討論を終ります。

